
縦
覧
と
説
明
会
の
お
知
ら
せ

　（
仮
称
）
八
峰
町
及
び
能
代
市

沖
に
お
け
る
洋
上
風
力
発
電
事
業

の
環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
縦
覧

お
よ
び
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

事
業
者

　株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｒ
Ａ

　
電
源
開
発
株
式
会
社

●
縦
覧

期
間

　
４
月
25
日
㈫
～
５
月
29
日
㈪

　（
閉
庁
日
除
く
）

場
所

　
本
庁
舎
行
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

※
事
業
者
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
閲
覧
可

意
見
書
の
提
出
　
氏
名
、
住
所
、

意
見
を
意
見
書
に
記
入
し
縦
覧

場
所
に
備
え
る
意
見
書
箱
に
投

函
す
る
か
、
６
月
12
日
㈪
ま
で

に
郵
送
（
当
日
消
印
有
効
）

●
説
明
会

日
時
／
場
所

・
５
月
16
日
㈫
午
後
７
時
～
９
時

／
八
竜
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー
（
三
種
町
）

・
５
月
17
日
㈬
午
後
７
時
～
９
時

／
能
代
山
本
広
域
交
流
セ
ン
タ
ー

・
５
月
18
日
㈭
午
後
７
時
～
９
時

／
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー 

フ
ァ

ガ
ス
（
八
峰
町
）

送
り
先
・
問
合
せ
　
〒
104
―

8165

　
東
京
都
中
央
区
銀
座
６
丁
目
15

番
１
号
　
電
源
開
発
株
式
会
社

洋
上
風
力
事
業
部 

開
発
室（
開

　
発
）

　
☎
０
３
・
３
５
４
６
・
３
２
１
４

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
除
く
午

前
９
時
～
午
後
５
時
）

農
振
整
備
計
画
変
更
の

申
し
出
を
受
け
付
け
ま
す

　
能
代
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

（
農
振
整
備
計
画
）
で
指
定
さ
れ

て
い
る
農
用
地
を
他
の
用
途
に
利

用
し
た
い
方
は
、
本
計
画
変
更
の

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
　５
月
１
日
㈪
～
31
日
㈬

　
　
　
　
　（
閉
庁
日
除
く
）

３月分市長交際費　　総務課☎89−2112

区　分 項　目 件数 金　額

会　合 会　費 ３ 16,000円

※
変
更
手
続
き
完
了
ま
で
、
お
お
む

ね
６
カ
月
程
度
の
期
間
を
要
し
ま

す
。

※
申
し
出
を
受
け
付
け
て
も
関
係
機

関
と
の
協
議
に
よ
り
変
更
で
き
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
変
更
手
続
き
完
了
後
、
農
業
委
員

会
事
務
局
に
て
農
地
転
用
の
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
５
年
度
は
本
計
画
の
全
体
見

直
し
を
行
う
た
め
受
け
付
け
を
５

月
中
の
１
回
の
み
行
い
、
そ
の
次

の
受
け
付
け
は
令
和
６
年
５
月
を

予
定
し
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

問
合
せ

　農
業
振
興
課

☎
89
・
２
１
８
２

のしろ食育デー

　各家庭で食育活動を実践してみま
しょう！
●５月ののしろ食育デーは
　19日㈮と21日㈰
●５月の目標　
　食に関する知識を高め、健全な食生活を実践し
ていきましょう
問合せ　農業振興課☎89-2182

補助金をご活用ください

カーボンニュートラル推進事業費補助金
　商工業事業者の「照明設備を
LED型に更新」または「自家消
費目的の太陽光発電設備導入」を
支援します。
補助対象者　市内に営業所がある
　商工業事業者（農林水産業は除く）
要件

①従業員（雇用保険法の被保険者である者に限る）
を３人以上雇用していること

②市内の事業所（営業所）に設置する設備であること
③市内事業者へ発注すること　など
補助経費
・既存の照明設備をLED型に更新するための経費
・自家消費目的の太陽光発電設備を新規に導入するた

めの経費
補助率　補助対象経費の１／２
　　　　１事業者当たり上限50万円（１事業者１回限り）
※予算が無くなり次第、終了します。
※詳細は、お問い合わせください。
連絡先　産業立地推進室☎89-2924

住宅リフォーム補助金
　リフォーム工事費用の一部を補
助します。秋田県住宅リフォーム
推進事業も併せて申請できます。
申請は工事の着工前にお願いしま
す。詳細は、お問い合わせください。
補助対象者　本市に住所を有する方や工事完了後に対

象住宅に転居される方で、世帯員に市税などの滞納
がない方
対象工事　30万円以上のリフォーム工事
施工業者　市内に主たる営業所を有している法人（市

内建設業者の等級格付けを有する法人を含む）や本
市の住民登録を有する個人
完了実績報告提出期限　令和６年３月22日㈮
補助金の額　補助対象工事費の10％（上限20万円）
　次の項目に該当する場合は、補助対象工事費の10％
　（上限20万円）をそれぞれ加算します。

・多世代同居…18歳未満（令和５年４月１日現在）
の子を含む３世代以上が同居する世帯

・多子世帯…18歳未満（令和５年４月１日現在）の
子を３人以上扶養し、同居している世帯

・中古住宅など…中古住宅などを取得し、リフォー
ムなどを行う場合

問合せ　都市整備課☎89-2940
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を
使
い
24
時
間
い
つ
で
も
納
付
可

能
で
す
（
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
時
間
を
除
く
）。
ま
た
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
イ
オ
ン
能

代
店
３
階
）
で
は
年
末
年
始
を
除

く
毎
日
午
前
10
時
30
分
～
午
後
７

時
に
納
税
で
き
ま
す
。
納
付
書
を

お
持
ち
の
う
え
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　
税
務
課	

☎
89
・
２
１
２
８

　
地
域
局
総
務
企
画
課

☎
73
・
２
１
１
２

固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書

を
お
送
り
し
ま
す

　
納
税
通
知
書
を
５
月
上
旬
に
お

送
り
し
ま
す
。
課
税
資
産
明
細
書

を
同
封
し
て
い
ま
す
の
で
、
内
容

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
経
済
的
理
由
や
公
益
使
用
な
ど

の
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
減
免
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

納
期
限
の
７
日
前
ま
で
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　
税
務
課	

☎
89
・
２
１
２
７

　
地
域
局
総
務
企
画
課

☎
73
・
２
１
１
２

軽
自
動
車
税
種
別
割
の

減
免
を
受
け
ら
れ
ま
す

　
障
が
い
者
の
た
め
に
使
用
す
る

軽
自
動
車
は
税
種
別
割
の
減
免
を

受
け
ら
れ
ま
す
。
納
税
通
知
書
は

５
月
上
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。
減

免
の
申
請
は
、
納
税
通
知
書
が
お

手
元
に
届
い
て
か
ら
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

対
象

・
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
方
が
所

有
す
る
車
両
で
、
本
人
が
運
転

す
る
場
合
や
そ
の
方
の
通
院
な

ど
に
生
計
同
一
の
方
が
運
転
す

る
場
合

・
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
方
だ
け

の
世
帯
の
世
帯
員
が
所
有
す
る

車
両
で
、
常
時
介
護
す
る
方
が

運
転
す
る
場
合

・
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
方
の
た

め
に
改
造
さ
れ
た
車
両

※
減
免
と
な
る
障
が
い
の
範
囲
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
障
が
い
者
１
人
に
対
し
１
台
で

す
。
自
動
車
税
種
別
割
の
減
免
に

つ
い
て
は
総
合
県
税
事
務
所
山
本

支
所
（
☎
52
・
６
２
０
１
）
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類
　
納
税
通
知
書
、
納
付

書
、
障
害
者
手
帳
、
運
転
免
許

証
、
車
検
証

申
請
期
日
　５
月
24
日
㈬
ま
で

申
請
場
所
　
税
務
課
㉗
番
窓
口

　
地
域
局
総
務
企
画
課
⑧
番
窓
口

問
合
せ

　
税
務
課	

☎
89
・
２
１
２
６

第
２
期
能
代
市
子
ど
も

の
未
来
応
援
計
画
を

策
定
し
ま
し
た

計
画
期
間

　
令
和
５
年
度
～
９
年
度

基
本
理
念

　
子
ど
も
の
未
来
を
み
ん
な
で

　
　
　
支
え
合
う
ま
ち
　
の
し
ろ

基
本
施
策

１
　
支
援
策
へ
の
円
滑
な
接
続

　
　（
早
期
の
サ
ポ
ー
ト
等
）

２
　
教
育
の
支
援

３
　
生
活
の
支
援

４
　
就
労
の
支
援

問
合
せ

　子
育
て
支
援
課

☎
89
・
２
９
４
６

能代市の人口（3月末現在）
人　口　 48,948人
　男　　22,707人
　女　　26,241人
世帯数　 24,070世帯　

（－202）
（－90）
（－112）
（－9）

（

　）は前
月
比

  
□	本庁舎（代表☎52−2111）
　	〒016−8501	能代市上町1−3
□	二ツ井町庁舎（代表☎73−2111）
　	〒018−3192	能代市二ツ井町字上台1−1

５
月
は納税

強
調
月
間
で
す

●
休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す

日
時
　
５
月
27
日
㈯
、
28
日
㈰

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

場
所
　
税
務
課
㉔
㉕
番
窓
口

※
毎
週
金
曜
日
は
午
後
５
時
15
分
～

７
時
に
延
長
窓
口
を
開
設
し
て
い

ま
す
。

●
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す

　
納
税
は
納
め
忘
れ
や
納
期
限
ご

と
に
納
税
す
る
手
間
の
な
い
口
座

振
替
が
お
勧
め
で
す
。

●
納
付
書
で
の
便
利
な
納
税
方
法

の
ご
紹
介

　
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

決
済
、
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

地方税統一QRコードで納税が便利になります

　令和５年度より地方税統一QRコードが税金の納
付書に印字され、市税の納付方法が拡充されます。
全国の地方税統一QRコード対応の金融機関で納付
できるようになるほか、スマートフォン決済アプ
リの拡充やクレジットカード決済なども可能とな
ります。納付方法や注意事項など詳細
は市ホームページをご確認ください。
問合せ　税務課☎89-2128

　市では、森林の現況や境界等を調べるた
め、航空レーザ計測などの森林調査を予定
しています。調査範囲に森林を所有する皆
さまのご理解とご協
力をよろしくお願い
します。事業の概要
は、市ホームページ
でご確認ください。
調査期間
　４～ 12月
調査事業者
　白神森林組合
　株式会社パスコ
問合せ
　林業木材振興課
　☎89-2250

森林経営管理事業
種・梅内地区などで森林の調査を実施します
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